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日程１ 開会の宣告 

 

（丹宗教育長） 

 これより佐賀市教育委員会臨時会を開きます。 

 本日は、６人中６人の委員が出席しておりますので、適法に委員会が成立しているこ

とをご報告します。 

 ここで会議の非公開と日程につきましてお諮りします。 

 本日の議案は、議案書に記載のとおりでございますが、このうち、第７号議案から第

１３号議案につきましては、佐賀市教育委員会会議規則第１３条第２号に規定する非公

開事項「教育予算その他議会の議決を経るべき案件についての意見の申出に関する案

件」に該当するとみなし、非公開とさせていただきます。 

 したがいまして、第６号議案の審議後、日程３、その他に移り、その後に非公開事項

をご審議いただきたいと思います。ご異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

日程２ 提出議案 

 

（丹宗教育長） 

 まず、日程２、提出議案の第６号議案『佐賀市教育委員会評価の結果について』、説明

をお願いします。 

 

（江口教育総務課主幹兼教育政策係長） 

 それでは、第６号議案『佐賀市教育委員会評価の結果について』説明いたします。 

 資料の１ページをご覧ください。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条

の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の執行状況について、点検及び評価を

行い、その結果に関する報告書を作成するものです。今回、令和６年度事業について、

７月に開催しました第三者評価を経て報告書を取りまとめましたので、議案を提出して

おります。報告書の概要につきましては、資料の２ページから４ページに掲載しており

ます。 

 なお、詳細については、別冊の佐賀市教育委員会評価結果報告書に記載しております。 

 それでは、資料の２ページをお願いします。まず、１、評価の目的です。佐賀市教育

委員会では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、平成２０年度から毎

年教育委員会による自己評価及び外部有識者による第三者評価を実施し、事業の継続的

な改善を図っているところです。２、評価の対象は、令和６年度実施事業となっており

ます。３、評価者です。第三者評価のメンバーにつきましては、今回は大学の教授、一

般の企業の方、それから、ＮＰＯ法人の方といった学識経験者の方々、計５名にお願い

しました。 

 次に、評価の方法についてです。評価の対象は大きく２つございまして、１つは、教

育委員会の活動状況に関するもので、６月に教育委員の皆様に自己評価をお願いし、そ

の結果を基に第三者評価を行っております。もう一つは、教育委員会が実施した主な事

務事業で、佐賀市教育振興基本計画の施策ごとに評価するもので、３月に教育委員会事

務局内で事業単位の自己評価を実施し、その結果を基に第三者評価を行ったところで

す。第三者評価については、７月１６日に開催し、教育長、また、堤教育委員、長﨑教

育委員にもご出席をいただきました。ありがとうございました。その第三者評価の結果

を５にまとめております。まず、(1)４段階評価についてです。各施策の取組状況につい

て、施策１、２、４について、いずれも４段階評価の上から２番目に当たる「一定の成

果が見られ、概ね達成している」との評価となっております。 

 続きまして、３ページをお願いします。(2)改善点の主な指摘です。まず①教育委員会

の活動状況に関してですが、指摘事項はございませんでした。別冊の報告書１１ページ
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をご覧ください。こちらにご意見といたしまして、昨年度、子どもの意見を聞いてほし

いといった指摘事項に対して、子どもたちとの直接会話する場面はなかったので、意識

して取り組みたいとの改善策を上げておりました。委員さんからは、子どもたちから意

見を聞く場として生徒が集まる生徒会活性化事業を活用してはどうかというご意見や、

教育委員会だよりはとてもよい取組であり、学校に配布したり学校だよりに添付するな

どして、先生や保護者に啓発、周知してはどうかという内容のご意見をいただいたとこ

ろです。教育委員として活発に活動をされており、今後も子どもたち、また、地域の方々

のご意見を聞きながら、さらに充実した活動にしてほしいということでした。 

 続きまして、②各施策に対する改善点です。施策１、学校教育関連に関してですが、

別冊は１３ページになります。１つ目、掲げている指標について、保護者目線での指標

となっているため、子どもの成長を把握するのであれば見直しをしたほうがよいので

は。また、２つ目には、研修について、オンラインだけではなく、内容に応じて対面研

修が必要ではないか。３つ目、不登校対策事業の中で、対応した児童生徒数の表記が延

べ人数となっているため、もっと具体的に表記をしたほうが分かりやすいのではないか

といったご指摘をいただいております。 

 続きまして、施策の２ですが、生涯学習関連について、別冊は１６ページになります。

改善を要するご指摘はありませんでしたが、図書館の大規模改修事業は予定どおり進め

られており、また、電子図書館システムについても先進的な取組となっているといった

ご意見をいただいております。 

 続きまして、施策４、別冊は１８ページになります。子どもへのまなざし運動関連に

ついてですが、１つ目、子どもたちの放課後や、土日の地域行事や社会体育活動への参

加は、学校だけ、保護者だけ、地域だけでは解決できない問題など、コミュニティ・ス

クールと連携して取り組むことができるのでは。２つ目、企業と連携を進められている

が、企業へもう一歩踏み込んだ取組ができるのではないか。３つ目、子どもの姿や成長

が見えるようにしてほしいといったご指摘をいただいております。 

 以上のいただいたご指摘に対する対応策については、資料の３ページの表の右側に掲

載しております。これらの対応策については、今年度、令和７年度以降の事業に反映し

ながら事務事業の改善につなげていきたいと考えております。 

 評価の詳細につきましては、別冊のとおりとなっております。 

 最後に、今後のスケジュールについてです。本日、報告書をご承認いただきましたら、

８月の市議会に報告書を提出し、その後、市のホームページで公表をする予定としてお

ります。 

 教育委員会評価の結果に関する説明は以上です。 

 

（丹宗教育長） 

 ただいまの説明につきまして、何かご質問ないでしょうか。よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、第６号議案に関する意見聴取を終え、本議案については異議なしといたし

ます。 

 

日程３ その他 

 

（丹宗教育長） 

 次に、日程３、その他です。何かないでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、続いて、第７号から第１３号議案の審議になります。 

 これらの議題は、会議冒頭で承認いただきましたとおり、非公開事項となりますので、

傍聴者は退室をお願いします。 
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【非公開】 

 

（丹宗教育長） 

 まず、第７号議案『令和６年度決算についての意見聴取』について説明をお願いしま

す。 

 

（横田教育部副部長兼教育総務課長） 

 議案書の５ページをお願いします。第７号議案、令和６年度決算についてです。この

議案につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき、市

議会の令和７年８月定例会に上程を予定しております令和６年度決算につきまして、教

育委員会の意見をお聞きするものです。 

 次の６ページをお願いします。表になっているものです。上のほうに歳出と書いてお

ります。太枠で囲っている部分が教育関係のものとなっております。まず、６ページの

の２款．総務費、１項．総務管理費、予算額として１０８億８，１１８万４，４５２円。

右側に行きまして、支出済額が１０１億３，１７６万５，６６３円となります。このう

ちの約２億６，１００万円が佐賀市文化会館、東与賀文化ホール、山口亮一旧宅の管理

運営といった教育に関する予算となっております。 

 その次の７ページをお願いします。中ほどの太枠で囲っております１０款．教育費で

す。項が１項から６項までありますけれども、教育費全体で予算額が１４５億１，２１

４万９，４１５円で、その右側、支出済額が１３４億８，４９０万４１８円となってお

ります。その右側に、翌年度繰越額８億３，４２０万１，３５９円とあります。この翌

年度繰越額というのは、令和６年度の予算を令和７年度に繰り越したもので、内容は主

に工事関係となっております。その表の一番下に歳出合計額があります。これが佐賀市

の一般会計全体の決算額です。予算現額合計が１，２６３億円ほどで、支出済額が１，

１６７億円ほどです。佐賀市全体の支出済額のうち、教育関係のものが１３７億円程度

ということで、約１１．８％が教育に関する支出となっております。 

 全体の概要の説明は以上となりますけれども、先日の定例教育委員会でお配りしてお

ります別冊の「令和６年度における主要な施策の成果を説明する資料（教育関係抜粋）」

について、事前に質問をお受けしております。その質問票を本日机上のほうに配付して

おります。この質問に対して、上から順に担当課から説明をいたします。 

 

（渕上教育部副理事兼学校教育課長） 

 それでは、学校教育課からです。資料の５ページをご覧ください。まず、最初の質問

です。スクールカウンセラー活用事業について、５３校に１６名の配置があるが、この

人数でカバーできているか現状を知りたいというご質問です。今、各学校に、規模で違

いますが、小学校には月に１日から２日、４時間を基準としてクールカウンセラーを配

置しております。中学校にも月に１日から２日、８時間を基準にして配置しております

ので、全５３校に年間を通して配置はできております。この視点から言えば、この人数

でカバーできているということになります。各学校から年間を通して要望等が上がって

きます。学校の中ではさらに時間を増やしていただきたいという要望も上がっておりま

す。 

 ２番の質問について回答します。各学校に派遣しているサポート相談員やスクールソ

ーシャルワーカー、教育支援センターなどの学校外の施設への情報共有や助言などが入

っております。 

 次に、３番の質問、資料は６ページです。心の教育充実事業でございます。回答は、

不登校児童生徒の状態は日に日に変わり、自宅から出ることができない状況に変わって

いくこともあれば、学校や学校外の施設に通うことができる場合、通うことができなく

ても外出できるようになることもあります。逆に、調子が崩れて自宅から出ることがで

きなくなるということもあります。そのために、児童生徒や保護者を支援するサポート
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相談員が家庭を訪問してきめ細やかに関わり、状況に合わせて関わっております。その

ために、訪問支援回数が増えたというふうに捉えております。好転の内容ということで

すが、どのようにこちらが好転していると捉えているかというところなんですが、数点

あります。１つ目は、学校完全復帰、２つ目は、学校復帰傾向、行事や節目の儀式、短

時間登校など、３つ目は、校内の教育支援センター、別室対応支援員での対応できる相

談室ですね、校内教育支援センターヘの登校、または佐賀市教育支援センター「くすの

実」への通級を介したり、または民間施設への通所、さらには、生活面の改善で、生活

リズムの改善や外出頻度の回数増、または学習意欲の向上、進路について前向きな会話

ができる学習に向き合うようになるような視点です。最後に、人との関わりの改善で、

サポート相談員や訪問支援員など、家族以外の人と関わることができるというところを

好転の視点として見ております。家庭訪問を通じて、不登校児童生徒へのきめ細やかな

支援ができるサポート相談員を拡充していくことが必要と考えているため、昨年度に引

き続き今年度も予算要求を考えております。 

 次に４番目の質問、資料は７ページです。不登校ＩＣＴサポート事業についてです。

この事業は、不登校児童生徒の家庭でインターネット環境を利用して自宅で学習ができ

るようにするために、パソコンを設定したり、Ｗｉ－Ｆｉを貸し出したりして学習環境

を整える事業となっております。事業が始まった令和５年度は１３名が活用しておりま

す。昨年度、令和６年度は３名となっております。これは、令和６年６月から、佐賀市

ではパソコンの持ち帰りが始まり、全員が持ち帰るようになったため、この事業に関し

ての持ち帰りが必然的になくなったということで利用者が減りました。また、利用した

児童生徒はＷＥＢ上で行えるデジタルＡＩドリル「ｅライブラリ」などで、家庭で学習

に取り組むという状況が見られました。 

 続きまして５番目の質問、資料は１０ページです。教員業務支援員配置事業について

です。ご質問にある実際の時間外の集計というアンケート内容はございませんでした

が、記述式のアンケートがございます。結果としては、各学校から朝教室にいる時間が

増えた。子どもと向き合う時間が増えた。時間にゆとりができてかなり助かっている。

放課後に印刷すると印刷機が混み合うので、支援員にお願いすることで負担軽減になっ

ている。生徒児童対応のようなものが突発的に起こっても、支援員に仕事を頼むことで

児童対応にスムーズに対応できるというような様々なご意見がありました。今のとこ

ろ、支援員の欠員はございません。 

 私からは以上です。 

 

（丹宗教育長） 

 ここで一旦切らせてもらいたいと思います。 

 １から３は心の教育充実事業ということで、スクールカウンセラーであったり、サポ

ート相談員であったり、不登校とか、そういう内容になっています。ただいまの説明に

ついて、もう少し尋ねてみたいというところがありましたらお願いしたいと思います。

山田委員どうぞ。 

 

（山田委員） 

 ５３校に１６名のカウンセラーの方が業務に当たっていらっしゃるということで、結

構大変と思いますが、月２回とか月１回で対応できているのでしょうか。改善のお話を

今伺いましたけど、今後、このカウンセラー自体を増やすというご計画はございますか。 

 

（渕上教育部副理事兼学校教育課長） 

 スクールカウンセラーの配置につきましては、中学校は県の事業になっておりまし

て、小学校は佐賀県と佐賀市の事業になっております。そのために、各学校から毎年要

望が上がりますので、こちら側としても県にも、市の財政課にも要望を出しております。 
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（山田委員） 

 人材バンクみたいなものはありますか。 

 

（渕上教育部副理事兼学校教育課長） 

 人材バンクは聞いておりませんが、中学校は県がスクールカウンセラーの配置先を決

めます。小学校は、県からこの人数をこのカウンセラーでお願いしますといわれますの

で、その人員を佐賀市で配置しております。 

 

（丹宗教育長） 

 ほかに、ご質問、ご意見ありましたらお願いします。槇原委員どうぞ。 

 

（槇原委員） 

 ６ページのカウンセリングを受けた児童生徒数がたまたま減ったのかは分かりませ

んが、保護者の数も減っているようです。ということは、学校まで来れない子ども、保

護者が増えた。一方、訪問支援員の訪問を受けた児童生徒数が増えているところを見れ

ば、学校になかなか来れない、家から出れないお子さんが増えたと認識してよろしいで

すか。 

 

（渕上教育部副理事兼学校教育課長） 

 まず、カウンセリングを受けた児童生徒の数が減少していますが、そもそもこのアン

ケートの取り方の項目がその年で変わっております。前年度まで、その状況の２つに丸

をつけるところを、今年度は１つにチェックするような形になりましたので、数字上で

は減ったというようになっておりますが、本当に減ったかどうかというところは確認で

きておりません。 

 アンケート内容の項目が変わったので、減ったように見えているということになりま

す。不登校でも自宅から出ることができない児童生徒が増えていると考えてよいかとい

うご質問でしたが、ここは先ほどご説明しましたように、不登校児童生徒の状態が日々

変わりますので、きめ細やかな対応を多くしたということでサポート相談員の回数が増

えました。このことから、不登校で自宅から出ることができない児童生徒が増えたとは

捉えておりません。 

 

（槇原委員） 

 分かりました。ありがとうございました。 

 

（丹宗教育長） 

 統計の取り方が変わった影響もここには表れているということですかね。 

 

（渕上教育部副理事兼学校教育課長） 

 はい。 

 

（丹宗教育長） 

 スクールカウンセラーの場合には、各学校に割り当てられた時間、フル稼働で実際カ

ウンセリングをしていただいていますので、相談件数が大幅に減少するということは、

実際のところはあり得ないということですね。ですから、これを見ると、教職員の相談

が増えたと見てとれますが、やっぱり先生方もいろんな悩み等を抱えている部分もあっ

て、こういう形になっているかと思います。また、カウンセリングがイコール不登校対

策というわけではありませんので、やはり学校生活上で、思春期の子どもたちですので、

様々な悩み等がありますので、これが直接不登校と結びつくという形ではないかと思い

ます。よろしいでしょうか。 
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    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 そしたら、次の４番の不登校ＩＣＴサポート事業、これについてよろしいですか。端

末の持ち帰りが始まったということですね。 

 ５番目の業務支援員についてですけれども、これについてご意見、ご質問等はないで

しょうか。よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、説明を続けてお願いします。６番からお願いします。 

 

（川副学事課長） 

 続きまして、学事課から６番のご質問についてお答えします。資料は１３ページ中ほ

どの特別支援教育就学奨励費です。この対象に通級指導教室を利用しているお子さんは

含まれるのか。対象でないのであれば、保護者の送迎などの負担があるので、対象とな

るよう検討してほしいとのお尋ねでした。回答としましては、通級指導教室へ通う児童

生徒に対しましては、通学費という費目の補助を行っております。支給対象者は、交通

手段が公共交通機関の利用者または自家用車による送迎で、在籍校から指導校までの距

離が２キロ以上の場合となっております。 

 令和６年度の実績ですが、学期ごとに支払をしているため少し学期ごとにばらつきは

ありますが、対象者は小学校で４０人ほど、中学校で６、７人程度となっております。

支給額ですけれども、世帯構成や収入によりまして、支給の区分が変わってまいります。

実費額の方もいらっしゃいますし、実費額の２分の１を支給する場合もございます。 

 以上です。 

 

（丹宗教育長） 

 ７番も続けてお願いします。 

 

（川副学事課長） 

 続きまして、７番です。資料は１７ページ真ん中下の施設管理費です。ここに、「うち、

防犯カメラ設置経費（諸富中）」と記載がありますが、このカメラ設置について、実証実

験的に設置しているのかというご質問です。これについて、佐賀市としましては、児童

生徒や教職員のプライバシーの問題等もございますので、率先して監視カメラや防犯カ

メラの設置はしておりません。ですので、予算化は今のところやっていない状況です。

具体的に、不審者の情報や器物損壊等の事案があって、学校と協議をしまして、やはり

設置を希望するということになりましたら、市教委に要望書を提出していただいて、教

育委員会内で設置を決定していくという形になっております。この費用については、い

ろいろな施設管理等の委託の入札による予算の残りなどもございますので、そういった

経費を活用しながら設置をしているところです。現在のカメラの設置状況ですけれど

も、１５校に４０台設置しております。うち、佐賀市で設置をしたものが１０校２５台、

このほかには、ＰＴＡ等からの寄附で設置をしたところもあるようです。 

 以上です。 

 

（丹宗教育長） 

 ここでちょっと切りたいと思います。 

 ６番、通級利用者についての保護者送迎の負担等について、それから７番が防犯カメ

ラ設置状況ということですが、何かご意見、ご質問あればお願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、あと８番から１０番まで、続けて説明をお願いします。 

 

（野田文化財課長） 

 地域振興部の文化財課です。質問表の８番について、資料は３３ページをお願いしま



 7 

す。３３ページの右上、会計年度任用職員数という欄がございまして、この会計年度任

用職員の数が７名減となっている要因についてのお尋ねでございます。会計年度任用職

員につきまして、基準日時点の比較で増減がありましたのが、埋蔵文化財の発掘作業員、

いわゆる調査の現場で発掘作業を行っていただいている会計年度任用職員になります。

基本的には、１年間の任用通知書というのを交付しておりますが、名簿に登載するとい

う形にした上で、それぞれの発掘調査の現場が１年間通してあるわけではなく、スポッ

ト的にありますので、発掘調査の日程が決まった段階で市のほうから連絡を取り、それ

ぞれの現場におおむね数名程度従事をしていただいているという状況です。令和５年度

につきましては、この発掘作業員を４６名任用しておりましたが、数名の方がいろんな

理由でお辞めになったものですから、令和６年度末が３９名ということで、７名の減と

なっているものです。 

 したがいまして、正規採用の専門職の増減とか、あるいは発掘調査箇所の年度による

増減というのは、直接的には関係のない部分にはなります。 

 こちらの資料、３３ページは、それぞれ３名ずつ今私が申し上げた数字から多くなっ

ていますが、この３名というのは、大財別館で勤務をしてくださっている職員というこ

とになります。その増減はありませんでした。 

 

（丹宗教育長） 

 分かりました。では、続いて９番お願いします。 

 

（北御門社会教育課長） 

 ９番のご質問について、社会教育課から説明します。資料は３８ページをお願いしま

す。令和６年度街頭見守り活動状況の表中、中ほどに自転車ルール違反が大半を占めて

いる。このことが学校や地域と共有できているのかというご質問です。回答としまして

は、小中学校や地域と共有できております。毎年６月中旬から７月中旬にかけて、夏休

み前の期間に各小中学校とまなざし育成委員の連絡会を開催しています。今年も６月１

０日から７月１４日までの間に全小中学校で行っていますけれども、学校長、教頭、教

務主任等と各校区のまなざし育成委員の連絡会を開催して情報交換等を行っています。

この連絡会には、各校区の民生児童委員、学校保護司の方など、地域の関係者にもお声

かけをして参加をお願いしています。ここで出た意見を夏休みが始まる前に共有して、

子どもたちへの注意喚起、保護者への注意喚起を行っているところです。 

 続きまして、１０番目、これも同じく３８ページ、子ども・若者支援事業の部分です。

支援対象者３２２人、新規支援４７人、継続支援２７５人、終了者が４人となっている

ので、４３人の増、これが増えているのでしょうかと、この数字だけを見ると増えてい

るように見えるということでのご質問だと認識しております。年度を重ねるごとに支援

対象者は増加する傾向です。子ども・若者支援室は、平成２８年１０月に開設しており

ます。初年度から令和６年度末までの８年半で、支援対象者の累積人数は４４６名です。

このうち、６年度末までに１２８名が支援を終了しております。その１２８名のうち、

リファーと申しまして、他機関へつないだ方も２９名いらっしゃいます。支援対象者の

状態像としましては、不登校、ひきこもり、非行等の問題を抱える子ども・若者が中心

ですけれども、その背景には、対人関係や精神疾患、発達障害等の複雑な問題を抱える

ケースも多いです。また、本人が抱える問題だけではなくて、保護者の精神疾患、アル

コール依存、生活困窮等の家庭問題を抱えるケースなど、多岐にわたった問題を抱える

多重困難ケースが占める割合も多くなっております。こういったことで、単年度で支援

を終えるケースというものはほとんどございません。併せて、単年ごとに新規の対象者、

それから支援終了者というのはかなりの幅で数字も違っております。例えば、令和６年

度は支援終了者が４名でしたが、この８年間を見て、一番多かったのは令和４年の４６

名という年もありました。令和６年度は４名の支援終了者ということですが、別途、進

路決定者は２０名いらっしゃいまして、進学、転学、学校復帰など、学校生活への適応
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が可能になった者が２０名中１３名、それから、就労が決まった者が７名という結果に

なっております。このご質問にございます連絡がつかなくなった方はありません。複数

年度にわたって支援がずっと継続している傾向にあるということで、こういった数字に

なっているということです。 

 説明は以上です。 

 

（丹宗教育長） 

 それでは、８番からの説明について、まずはこの埋蔵文化財発掘調査費についての質

問ですけれども、何か、さらに質問ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 では、次の９番、街頭見守り活動状況、それから、１０番、子ども・若者支援事業に

ついて、ご意見、ご質問ありましたらお願いします。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これで第７号議案に関する意見聴取を終え、本議案について異議なしとい

たします。 

 次に、第８号議案『令和７年度８月補正についての意見聴取』について説明をお願い

します。 

 

（横田教育部副部長兼教育総務課長） 

 議案書の８ページをお願いします。第８号議案、令和７年度８月補正についてです。

こちらも地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定によりまして、佐賀

市教育委員会の意見を求めるものです。 

 次の９ページから順に各担当課から説明を行います。 

 

（渕上教育部副理事兼学校教育課長） 

 それでは、まず最初に９ページの表をご覧ください。学校教育課です。不登校対策事

業に係る教育支援体制整備事業費補助金２１７万８，０００円につきましては、補助金

の交付決定に伴い、歳入を計上するものです。この補助金は、サポート相談員報酬及び

７時のつどいの講師謝金に対して交付されるものです。 

 以上です。 

 

（川副学事課長） 

 続きまして、学事課分です。１段目の（債務負担行為）学校給食の一部民間委託事業

です。右側の概要欄をご覧ください。佐賀市では、学校給食の調理等業務を民間委託し

ておりまして、契約期間は３年間としております。今回は、令和８年度に委託契約を締

結する１０施設分の令和１０年度までに必要な費用について、債務の負担を設定するも

のです。債務負担行為の対象年度につきましては、令和７年度から令和１０年度となっ

ております。今回、計上する経費につきましては、実質、令和８年度から令和１０年度

までの３年分ですが、令和７年度中に委託業者の選定を行う必要があることから、令和

７年度からの債務負担となっています。 

 次に、対象施設です。学校給食調理等業務委託につきましては、契約期間は３年間と

し、特に問題がない場合、同じ業者とさらに３年間契約を更新し、最長６年間の契約を

行っております。今回、最長６年間の契約を終え、再選考する施設が神野小、巨勢小、

諸富学校給食センターの３施設、当初の契約から３年が経ち、契約を更新する施設が北

川副小、久保泉小、若楠小、春日小、川上小、東与賀小、中部学校給食センターの７施

設となっております。最後に、債務負担行為の限度額、これは令和１０年度までに負担

する費用ですけれども、９億２，６８１万８，０００円以内となっております。 

 続きまして、２段目の歳出欄、小学校給食費補助事業でございます。これは、物価高

騰の影響を緩和する家計支援といたしまして、市立小学校児童の今年度第３学期分の保
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護者負担額をゼロにするものです。 

 本日、追加でお配りしております資料をご覧ください。現在の市立小学校の給食につ

きましては、１食当たり３１０円の食材料費で作っており、そのうち、保護者負担額は

２３５円となっています。残りの７５円につきましては、年度当初から国の物価高騰対

策の交付金を活用して補助をしておりまして、うち２５円が令和５年度に改定した給食

費の値上げ分を補助する保護者負担軽減分、５０円が物価高騰の影響を受けている食材

料費を補助する食材高騰分となっております。 

 このように、一定の保護者負担軽減策は行っているところですが、物価高騰が長期化

しており、家計は大きな影響を受けております。小学生のお子さんを持つ世帯にとりま

して、給食費は必ず発生する固定費であることから、ここに補助を行うことで家計の直

接的な負担軽減につながると考え、さらなる支援策として保護者負担の２３５円をゼロ

にし、各学校や給食センターの給食会計へ市のほうから補助を行うものです。対象とな

る児童数は、佐賀市立小学校の全児童約１万１，８００人で、総額が１億２，４８７万

円の補正予算となっております。 

 議案書の９ページにお戻りください。この事業の財源につきましては、歳出欄の左側

の歳入欄に記載しておりまして、今年の５月、国が追加で交付することとした物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金、これが国全体で１，０００億円ありましたが、その

うち、本市への交付限度額１億２０万８，０００円全額を充てて、残りは市の一般財源

で支出をしたいと考えております。 

 なお、３段目の就学援助費の１，７００万円程度の減額につきましては、３学期分の

給食費の保護者負担額がゼロとなることで、３学期分の就学援助費、これは給食費の分

でございますけれども、これを支給する必要がなくなりますので、その分を減額してお

ります。 

 学事課分につきましては以上です。 

 

（八谷図書館長） 

 続きまして、図書館です。その下、図書館のほうをお願いいたします。歳出、図書館

大規模改修事業についてです。令和７年度の要求額として、６，１４３万９，０００円

を要求しております。右側の概要です。図書館本館の大規模改修に係る実施設計に要す

る経費として、令和７年度から８年度までにおいて１億９，８３８万円以内を限度額と

する債務負担行為を設定しております。次に左側の歳入です。令和７年度の財源につき

ましては、国の補助金を予定しているところです。今回の大規模改修につきましては、

ＳＡＧＡライブラリーパークをコンセプトとして、単に本を読む、借りる、学ぶだけの

施設ではなく、誰もが自由に伸び伸びと過ごせる場所として図書館を整備するもので

す。現在、９月末までの契約で基本設計を行っておりまして、基本設計の進捗状況につ

きましては、随時教育委員会のほうにも報告させていただいております。 

 今回の実施設計では、基本設計に基づき、実際の建設工事ができるように、具体的な

図面や詳細な仕様書を作成するものです。改修により、３０年先まで市民に愛される図

書館であること。また、今を生きる子どもたちや、そして未来の子どもたちにも本との

多くの出会いや様々な体験ができる場所として新しく生まれ変わらせていきたいと考

えております。 

 以上です。 

 

（丹宗教育長） 

 それでは、各課から今説明がありました。まず、一番上の学校教育課、不登校対策事

業について、ご意見、ご質問ないでしょうか。よろしいですか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、２番目の学事課の給食費に関する部分について、ご意見、ご質問ありまし

たらお願いします。長﨑委員どうぞ。 
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（長﨑委員） 

 対象が全児童ということになっていますが、例えば、アレルギー除去食など、完全に

お弁当を作って持ち込んでいるような場合は補助の対象になりますか。 

 

（川副学事課長） 

 学校に来ているけれども、食物アレルギー等の理由で給食を食べることができずにお

弁当を持ってきている児童については、同様に支援をしたいと考えております。 

 

（長﨑委員） 

 ありがとうございます。 

 

（丹宗教育長） 

 ほかございませんか。よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、３番目の図書館の大規模改修事業について、ご質問、ご意見ありましたら

お願いします。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これで第８号議案に関する意見聴取を終え、本議案について異議なしとい

たします。 

 次に、第９号議案、第１０号議案、第１１号議案、議案の議決に付すべき工事請負契

約について説明をお願いします。 

 

（野田文化財課長） 

 文化財課です。８月議会に東名遺跡ガイダンス・埋蔵文化財センター新築工事といた

しまして、建築、電気、機械、３本の工事請負契約議案の上程を予定しております。ま

ず、東名遺跡ガイダンス・埋蔵文化財センター整備の事業全体の概要についてご説明し

たいと思います。 

 議案等資料の１ページをお願いいたします。まず、１番の整備の概要です。今から８，

０００年前、縄文時代の遺跡でございます、金立町にあります東名遺跡、この東名遺跡

の紹介と、そこから出土した遺物の展示解説を中心とした「東名遺跡ガイダンス」機能、

それから、市内全域の発掘調査で出土した遺物や調査記録の整理、収蔵、保管、展示公

開を行います「埋蔵文化財センター」機能、これら２つの機能を併せ持った複合施設と

して今回整備をいたします。敷地面積は約８，０００平方メートル、約１，５００平方

メートルの本館と約５００平方メートルの本館外収蔵庫のほかに、屋外に体験広場、イ

ベント広場、駐車場などを配置いたします。本館の建物には、常設・企画の２つの展示

室、それから、特別収蔵庫、一般収蔵庫、実測・整理復元室、多目的室、それから、カ

フェを含むラウンジなども整備することとしております。また、史跡現地の整備ですが、

東名遺跡自体は巨勢川調整池内に保存されておりまして、直接は見ることができないこ

とから、遺跡の規模感などが実感できるような表現を施し、屋外の展示という位置づけ

で整備をすることとしております。 

 ２番の施設の配置です。金立町の大字千布になります。国交省が管理する巨勢川調整

池の西側に先ほどご説明した施設を整備いたします。敷地内の配置につきましては、左

側の図のように計画をしています。 

 それから、３番、これまでの経緯と今後のスケジュールです。東名遺跡は、平成２８

年１０月に国の史跡として指定されています。令和３年度に施設整備用地を取得いたし

まして、その後、建築、展示などの基本設計を経て、昨年度、令和６年度に実施設計及

び敷地の造成工事を行ったところです。今後は、今年度から令和８年度にかけて施設の

建築工事を行い、展示の制作・設置工事、外構・植栽工事や史跡現地の整備などを進め
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まして、令和１０年度のオープンを目指しているところです。 

 それでは、議案の説明に移ります。資料は、議案書の１０ページからです。まず、第

９号議案です。内容につきましては、１１ページで説明します。契約の目的です。東名

遺跡ガイダンス・埋蔵文化財センター新築（建築）工事です。契約の方法は一般競争入

札、契約金額が１１億１，３２０万円、工期は契約締結の日から令和９年１月２９日ま

です。契約の相手方は、上滝・富士特定建設工事共同企業体で、代表者、構成員は記載

のとおりとなっております。この入札への参加は、３つの共同企業体がございました。

予定価格に対する落札率は９９．３１％となっております。 

 次に、第１０号議案です。１３ページで説明します。東名遺跡ガイダンス埋蔵文化財

センター新築（電気）工事です。契約の方法は同じく一般競争入札、契約金額が２億２，

３５０万２００円、工期は契約締結の日から令和９年１月２９日までで、契約の相手方

は、有明電設・シグマ特定建設工事共同企業体、代表者、構成員はそれぞれ記載のとお

りです。こちらの入札への参加は、２つの共同企業体でした。予定価格に対する落札率

は９２．０２％です。 

 最後、第１１号議案についてです。議案書１５ページで説明します。契約の目的は、

東名遺跡ガイダンス・埋蔵文化財センター新築（機械）工事です。こちらも一般競争入

札で行いまして、契約金額は２億７，５００万円、工期は契約締結の日から令和９年１

月２９日まで、契約の相手方が、有明電設・吉村空調工業特定建設工事共同企業体、代

表者、構成員は記載のとおりです。こちらの入札への参加は１者のみでした。予定価格

に対する落札率は９９．３２％となっております。 

 以上、いずれの議案につきましても、提案理由のところに議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、この案を議会に提出すると

記載しております。この条例第２条、予定価格が１億５，０００万円以上の工事又は製

造の請負契約は議会の議決に付さなければならないという規定に基づいて上程をする

ものです。そして、市議会へ提出する議案について、教育委員会のご意見を伺う必要が

ありますので、今回これらの案を提出するものです。 

 説明は以上です。 

 

（丹宗教育長） 

 ただいまの説明について、ご意見、ご質問があればお願いいたします。槇原委員どう

ぞ。 

 

（槇原委員） 

 施設の配置を見るだけでわくわくしますけれど、まだここの使い方などは今からのお

話ということですか。例えば、体験広場でどんなことを想定しているとか、施設前広場

で何をする、イベント広場で何をしていくというのは、今からということでよろしいで

しょうか。 

 

（野田文化財課長） 

 おっしゃるように、どういったことを行うかというのは、これから中身を詰めていく

部分ではございます。ただ、今、施設はないにしても、いろんなところで体験やワーク

ショップなど、東名に関する様々なイベントは行っておりますので、そういうのも継続

しつつ、プラスアルファで、新しい施設の中で行う取組、周知啓発というところは進め

ていきたいなと考えております。 

 

（丹宗教育長） 

 ほかにご意見、ご質問は。山田委員さんどうぞ。 

 

（山田委員） 
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 私もちょっとわくわくしております。例えば、展示物について、その光の当て方によ

って見え方が違ったりとか、それから、温度管理ですね、風化しないようになど、そう

いったことをどの程度のレベルで管理されるのかなというところをちょっと思いまし

た。そういうところも踏まえて施設を造っていただけたらいいなと思います。これは質

問ではなくて意見ですけど。ご計画があれば、それも伺いたいところです。 

 

（野田文化財課長） 

 ありがとうございます。今回、どちらかというと、施設の箱というか、ハードの部分

の関係の議案になりますが、この後、中身の展示のしつらえですとか、そういった部分

についても一応予算は確保できておりますので、今、実施設計が済んでおりますから、

そういった展示の部分については、また改めて業者さんと契約をして進めていくことに

はしています。おっしゃるように、光の当て方ですとかで随分印象が変わってくる部分

があると思います。また、貴重な遺物があり、東名を含めてたくさん展示をするように

しておりますので、その辺の温度管理ですとか、そういった部分についても十分注意し

ながら進めていきたいと考えております。 

 

（丹宗教育長） 

 ほかございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これで第９号議案、第１０号議案、第１１号議案に関する意見聴取を終え、

本議案については異議なしといたします。 

 次に第１２号議案『工事請負契約の一部変更についての意見聴取』について説明をお

願いします。 

 

（横田教育部副部長兼教育総務課長） 

 議案の１６ページをお願いします。第１２号議案、鍋島小学校校舎長寿命化改良（建

築）工事請負契約の一部変更についてです。これは、現在工事を行っております鍋島小

学校の校舎の長寿命化改良工事の契約の一部を変更するもので、金額が１億５，０００

万円を超える契約につきましては議会の承認が要りますけれども、変更する場合にも同

じように議会の承認を得る必要がありますので、議会に提出する案件について意見を求

めるものです。 

 １７ページをお願いします。契約金額を現在４億８１０万円で契約しているものを４

億２，１５９万７，０００円に変更するもので、約１，３５０万円の増額となるもので

す。外壁の劣化部の追加工事などが必要になったことなどによる増額となっておりま

す。説明は以上です。 

 

（丹宗教育長） 

 何かご意見、ご質問ないでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これで１２号議案に関する意見聴取を終え、本議案について異議なしとい

たします。 

 次に、第１３号議案『財産の取得についての意見聴取』について説明をお願いします。 

 

（吉谷スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課です。議案書の１８、１９ページをお願いします。佐賀市健康運動セ

ンターサッカー・ラグビー場人工芝改修に係る財産の取得についてです。こちらは２，

０００万円以上の財産の取得についてですので、教育委員会の意見を求めるものです。 

 まずは資料の修正をお願いいたします。１９ページです。８月１日に行われました総

務法制課文書法制室の審査におきまして、過去の議案を参考に記載事項の修正がありま
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した。１９ページの１、「購入する物品及び数量」の「人工芝（充填剤含）」から「マイ

クロプラスチックフィルター８基」までを「佐賀市健康運動センター用人工芝一式」に、

それから、４番の購入の相手方の住所「東合川１丁目」の数字を漢数字の「一丁目」に

修正していただきますようお願いいたします。 

 それでは、説明に入ります。佐賀市健康運動センターサッカー・ラグビー場人工芝グ

ラウンドは、平成２６年４月に供用開始し、今年４月で１１年目を迎えております。こ

のため、人工芝が老朽化し、クッション性の低下が見られておりますので、施設利用者

の身体、特に足腰への負担軽減を図るため、本年度人工芝の張り替えを行うものです。

敷設する人工芝につきましては、原材料費で物品として購入いたしますが、予定価格が

２，０００万円を超えますので、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に該当しますので、本議

案を提出するものです。契約方法は指名競争入札で、株式会社スポーツテクノ和広九州

支店が税込み９，０７５万円で落札、落札率は予定価格に対して５４．８％でございま

した。人工芝の張り替えは、令和７年１２月から令和８年３月末までの間で実施予定で、

この期間は施設を休場することとしております。 

 以上で説明を終わります。 

 

（丹宗教育長） 

 ただいまの説明について、何かご意見、ご質問ありましたらお願いします。堤委員ど

うぞ。 

 

（堤委員） 

 購入の相手方が福岡県久留米市の業者さんということですが、何社ほど入札に参加さ

れたのか。また、入札率の幅とか、そういったところを教えていただければと思います。

よろしくお願いします。 

 

（吉谷スポーツ振興課長） 

 指名した業者数は９社です。そのうち応札したのが４社です。 

 

（末﨑スポーツ振興課主査） 

 一番高い入札額は予定価格の８４．４％でした。 

 

（堤委員） 

 応札されたのが４社ということですが、ほか３社は佐賀市内の業者様ですか。 

 

（末﨑スポーツ振興課主査） 

 ４社のうち１社が佐賀市の業者、４社のうち３社が佐賀市外の業者です。 

 

（堤委員） 

 この１社は何位でしたか。 

 

（末﨑スポーツ振興課主査） 

 佐賀市内の業者は４位です。 

 

（堤委員） 

 では、この８４．４％で出されたということですね。ありがとうございます。 

 

（丹宗教育長） 

 ほかございませんでしょうか。どうぞ、長﨑委員。 
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（長﨑委員） 

 今回、物品の購入ということでの人工芝で、これは張り替えというと、また作業に関

しては別に予算を立ててということになるんでしょうか。 

 

（末﨑スポーツ振興課主査） 

 人工芝自体はカーペットみたいなもので、工場からロール状で運ばれてきた人工芝を

アスファルトの上に敷き詰め、その上から砂と柔らかいゴムチップを撒いて、その重み

で人工芝を安定させるというものになりますので、物品を持ってきてもらって現場で据

え付けるところまでを今回の入札でお願いしているところです。 

 

（長﨑委員） 

 その作業まで込みでということなんですね。ありがとうございます。 

 

（丹宗教育長） 

 ほかございませんか。よろしいでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これで第１３号議案に関する意見聴取を終え、本議案については異議なし

といたします。 

 ここで会議の非公開を解きます。 

 

【公 開】 

 

（丹宗教育長） 

  

 それでは、これで臨時教育委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 

終了時間 午後３時１０分 

 


